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第1回次世代育成支援のた  

めの新たな制度体系の設計  
に関する保育事業者検討会  資料4  

平成20年9月29日  

平成20年9月5日  

次世代育成支援の社会的基盤の整備への意見  
社会福祉法人全国社会福祉協議会  

全 国 保 育 協 議 会  
全 国 保 育 士 会  

1．すべての子どもを対象にする「基本的考え方」を支持する  
O 「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方」（以下   

「基本的考え方」という）は、すべての子どもの健やかな育ちを「未来への投資」   

とし、保育一子育て支援サービスから要保護児童の社会的養護体制まで、質の確保   

と量を拡充する新制度体系を構築するとしている。  

○ 新しい制度体系の構築にあたっては、質の確保と量の拡充の必要性のバランスを   

勘案すること、良好な育成環境を実現させるため保育環境や保育従事者の労働条件   

の改善等に国、地方公共団体に相当額の財源が必要であることとする考えを支持す   

る。  

○ 全国保育協議会（公私21，000の保育所を会員とする）、全国保育士会（18万人   
の保育士を会員とする）は、「基本的考え方」の方向性に認識をともにしている。   

また全保協は、「すべての人が子どもと子育てに関わりを持つ社会の実現」との将   

来ビジョンを掲げ事業活動を進めており、その理念は「基本的考え方」に連なる。  

2．国の大規模な財政投入が必要である  
○ 国が、児童福祉法第2条の公的責任のもとに、地方公共団体とともに今日の子育   

ち・子育てニーズの質量の多様化・増加に応えるための次世代育成支援策を拡充す   

る整備計画をはかり、それらを確実に実現していくことを期待する。  

○ エンゼルプラン、新エンゼルプラン、子ども・子育て応援プランでは、計画実現   

に十分な財源が確保されなかった。少子化・次世代育成支援対策が待ったなしの現   

状下、国の「英断」による大規模な財政投入を期待する。  

3．保育は子どもの発達保障のセーフティネットである  
○ 保育は児童福祉のセーフティネットの要である。国が子どもの健全な発達保障   

を実現することはナショナルミニマムとして必要不可欠なことである。  

○ すべての子どもを対象にする保育t子育て支援サービスの整備と水準確保には、   

相応の時間と財源確保が必要である。その過程においては、国として適切な利用   

と優先順位の調整をすることが不可欠であり、あわせて今日的な保育の利用条件   

の範囲を拡大していく必要がある。  

○ 現在、保育・子育てサービスに地域格差が生じている。生まれ育つ地域の地方公   

共団体の財政等による格差を、国の改善方策をもって利用の機会均等と質（水準）   

を保障すべきで、そこに地方公共団体の責任と役割を堅持することが不可欠である。  

4．保育制度への市場原理導入等は反対する  
○ 規制改革会議や地方分権推進委員会等は保育制度への市場原理導入（直接契約、   

直接補助方式）や保育所の最低基準の地方公共団体への委譲等を提示したが、国の   

責任で築いてきた公的な保育制度の基盤を崩し、後退させるとの強い危機感のもと   

に、断固反対する。  

O 「未来への投資」とは、今日的に次代を担う子どもの発達保障を第一義に考える   

べきこ とであり、労働力確保だけの政策ではないことを強調されたい。  

○ 規制改革会議「中間とりまとめ」では、「障害児や低所得世帯の児童の受入れを  
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拒否するのではないかといった懸念が持ち上がるが、そうした状況を回避するには  
セーフティネットとして公立保育所の位置づけを明確化し、障害児保育の実施や低  
所得層の優先入所等、受入体制の整備・強化を進める」とあるが、保育の利用の機  
会均等を特定化するものであり、反対する。  

5．「子ども」を主体とする保育の井とtの整備が必要である  
○ 新待機児童ゼロ作戦の検討において、保育制度の「利用者の立場に立つ改革」の   

必要が強調されている。保育の利用は「子ども」が主体であり、保育制度には子ど   
もの最善の利益を追求する使命と役割があることをあらためて明確にされたい。  

○ 未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会を実現するためには、子どもの育つ   
権利を保障する保育・子育て支援サービスの今日的・社会的な意義を明確にし、新   
制度体系による質・量の整備をはかることが重要である。こうした政策実現への国   
民の理解と支持を得る必要がある。  

6．保育の環境の質的改書が不可欠である  
○ 保育所では212万人余の子どもの育みに対応している。特に都市部等では待機児   

童対策のため入所定員以上（125％）の子どもを受入れ、11時間を超える保育の長   
時間化、．3歳未満の乳幼児保育、病児・病後児や障害がある子どもへの保育、また   
保護者への支援などと、求められる役割、機能が多様化、深化している。  

○ また家族の関係性が変化するなかで、保育所等を地域の子育て支援等の拠点に位   
置づけ、．子育て・家族関係を支えるソーシャルワーク機能を有する相談・支援体制   
を強化することが求められている。  

○ しかし、今日的な保育ニーズの質量の変化に応えようにも、保育現場はもはや努   
力の限界にある。特に、保育の担い手である保育士等が安心して働き続けられるた   
めの職員配置の改善、保育士等の育成・研修の充実および労働条件等の整備が緊急   
的な課題である。  

0 60年間改善されてない最低基準についても、子どもの育ちに必要な保育所の環   
境と機能面から科学的に立証し、国の責任のもとに改善・整備していくことが重要   
である。  

後期行動計画の実効ある実現のためには財政投入が必要である  

保育所は地域と住民の生活の営みに密着し   ○ 子どもはおとなや社会のなかで育つ。  

た子育てを支える社会的な組織で、保育所の集約性には限界がある。  
○ 今日的には、都市化・過疎化にあって地域でのコミュニティ再生の役割をも担う   

社会的資源として、保育所の適切な整備と機能弓削ヒが必要である。  
O 「基本的考え方」に「地方公共団体の適切な関与の下で、誰もが、どこに住んで   

いても必要なサービスを選択し、利用できるよう」とある。画一的な行動計画にな   
らないよう、後期行動計画は潜在的な保育ニーズ等も参酌し、地域の質・量に適し   
た計画内容とすべきある。国が示す調査基準等にそって、地方公共団体が確実に検   
証し、実効性のある行動計画を策定する必要がある。  

0 1万余の公立保育所への一般財源化は、非正規保育者の急増や保育真の削減等、   
保育の実施に対し困難をもたらしている。公立保育所の問題は地方公共団体（行政）   
の課題であり、改善が必要である。「誰もが、どこに住んでも、必要なサービスを   
選択し、利用できる」とするなら、それを実現するための地方公共団体への財政政   
策が必要である。  

○ 虐待を受けた子どもなど社会的養護を担う児童福祉施設等の最低基準や措置真   

の改善は喫緊な課題である。児童福祉法等の一部改正法案の早期成立と附帯決議に   
そって国において次世代育成支援策において総合的に体系化し、整備を実現された  
い。  
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12／12／2007  

「これからの保育所の機能」  

社会福祉法人 全国社会福祉協議会  

全 国 保 育 協 議 会  

1．はじめに   

（1）「これからの保育所の機能」を検討する必要性   

全国保育協議会（以下「全保協」という）は、50年以上にわたり子どもの育ちを支えてき   

た認可保育所の全国組織として、平成18年10月に「わたしたちのビジョンとアクションプ   

ラン（全保協の将来ビジョン）」を公表し、「すべての子どもと子育て家庭を対象に、子育ち   

と子育てを支える社会をめざして」という基本理念にもとづき事業を展開してきた。あわせ   

て、各会員保育所に対しても全保協の将来ビジョンに基づいた保育所の事業計画およ   

び実行を呼びかけてきた。   

現在、保育をめぐる状況は大きく変化してきている。近年の待機児童への対策にあわ   

せ、少子化の動向を踏まえて、各保育所においてすべての子どもと子育て家庭を対象に、   

子どもの育ちと子育てを支えるために、「これからの保育所の役割・機能のあるべき方   

向」を考える必要が生じている。  

（2）保育をめぐる状況  

わが国においては、少子化対策が国の最重要政策課題に位置づけられている。   

2005年に109万人であった出生数が2030年には70万人、2055年には45．7万人に   

下がるとの推計もあり、少子化が将来の社会構造の存立基盤を揺るがすような問題   

となっている。子どもの数が減っている一方で、家庭や地域の養育力が低下してき   

ており、乳幼児の育児において不安や孤立感をかかえる保護者が増加し、子どもの   

育ちに対する課題や被虐待児の増加などが指摘されている。政府では、こうした情   

勢を踏まえ『「子どもと家族を応援する日本」重点戦略会議』等で、少子化から働   

き方の問題まで幅広く、すべての子どもと子育ての家庭を社会全体で支えていくと   

の基本的な方向性のもとに、総合的な少子化対策等の検討をおこなっている。  

地域に密着する社会福祉法人・児童福祉施設である認可保育所をめぐる環境変化   

としては、地域間や保育所間での格差等が広がっていることも指摘されている。今   

後、とくに地域での人口の流動性を考えながら、待機児童対策とその後の定員割れ   

などの両面を視野に入れた施設経営、運営管理などを検討することが必要となって   

きている。  

検討が進められている新たな保育所保育指針は大臣告示として位置づけられ、規   

範性をもたせることになっている。 平成21年4月の施行に向け、今後、指針の解   

説書も含めて、保育の質の向上のための具体的な検討がすすめられるが、保育所に   

おいては新たな指針の理解促進と保育実践のための取り組みが必要である。  

また、教育基本法や学校教育法が改正され、幼稚園の教育機関としての位置づけ   

がより明らかにされた。さらに、政治の場では幼児教育の無償化の議論もある。こ   

の機に、「保育所における保育＝「養護と教育」」の特性の明確化とともに、子ども   

の育ちの連続性から小学校との連携のあり方等について、具体化をはかる必要があ   

る。  
次世代育成支援行動計画は、平成22年に向けて後期計画の検討が開始されるこ   

とになっている。子ども・子育て応援プランの見直しと、市町村合併後の課題整理  
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などの動向を踏まえ、地域での保育所の位置づけ、役割を再確認していく必要が生   

じている。  

国の財政改革との関係からは、経済財政諮問会議や規制改革会議などが保育所の   

直接契約・直接補助方式の導入等を求めており、地方分権の議論においては、税源   

移譲と保育所運営費の一般財源化、最低基準の設定を市町村へ委譲するよう求める   

など保育制度の根幹をゆるがすような状況にある。   

子どもと保護者のニーズや状態に応じた職員配置の拡充と保育士等の資質向上   

が必要とされるなか、保育所等の福祉人材確保が厳しくなるとともに、臨時職員等   

の増加が施設現場においては顕著となってきている。さらに、平成20年度にはパ   

ートタイム労働法が改正されることになっており、その影響も懸念される。  

（3）本提言の性格  

全保協は、この間、上記のような環境変化と課題をふまえ、かつ全保協の将来ビ   

ジョンに基づき「これからの保育所の役割・機能のあるべき方向」を検討してきた。   

全国21，000の公私立の会員認可保育所が、地域の子ども家庭福祉を担う拠点とし   

てさらに発展するよう、各保育所の主体的な取り組みと地域社会への発信を期待し、   

「これからの保育所の機能」について提言を行う。  

各会員保育所、各都道府県保育組織において、平成22年までの3か年において   
「これからの保育所の機能」について検討を行い、具体的に取り組んでいただきた  

い。   

2．これからの保育所の機能   

（1）これからの保育所の機能整備に関する考え方   

少子化、人口減少社会を迎えるとともに、子どもの発達と子育てをめぐる問題が   

普遍化、社会化してきている。こうした状況の中で、児童福祉施設である保育所は、   

これまでの  

（D 保育所を利用する「保育に欠ける子ども」の発達を保障  

② 保育所を利用する子どもの保護者への支援  

に加え、  

③ 保育所を利用していない子どもを含めた卜㌻べての子どもと子育て家  

庭」の支援   

を使命として取り組んでいくことを求められている。  

その保育所の役割と機能の整備は、地域の利用者、住民の理解のもとに進められ、   

保育所の特性である地域密着性を活かしつつ備えられていくことが重要である。な   

お、その機能と役割を発揮するためにも、保育の質の向上のための取り組み（人材   

養成・研修や自己点検・自己評価等）に積極的に取り組むこともあわせて求められ   

る。   

（オこれからの保育所の機能の枠組み  
これからの保育所の機能は、次の3段階を意識し、整備されることが望まれる。  

d保育所の基本機能  
b）機能拡充が必要な場合に、積極的に備えてい＜機能  

c）連携・協働のなかで保育所として役割を果たしてい＜機能  
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a）保育所の基本機能  
児童福祉法第39条にもとづく保育所の基本機能は「保育」であり、そのうえに   

保育所を利用する子どもの保護者への支援が行われている。 全保協では、子ども   

を取り巻く状況を踏まえ、児童福祉施設として特に配慮を必要とする子どもの保   

育を保育所の基本機能とし、すべての保育所が備えていくべきと考える。  

… ①「保育に欠ける乳幼児の保育」を行う機能  

● 「健康、安全で情緒の安定した生活の提供」、「保育＝養護と教育」…  

を提供し子どもの発達を支援する機能、必要に応じて保護者の委託董  
を受けて、保育に欠ける子どもの保育を行う」機能＝一時保育の提…  

供等を含む  

… ②保育所を利用する子どもの保護者を支援する機能  

● 「保護者との協働による子育て」、「親と子のきずなの形成支援」を…  
はかる機能や保護者の子育てを支援する多様な保育サービスを提供…  

する機能  

…③特に配慮を必要とする子どもの保育を行う機能  

● 障害や被虐待など特に配慮を必要とする子どもや家庭への支援  
ヽ…●．……………＝＝●●■＝＝＝＝＝＝＝…＝●＝＝＝…＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝…＝●●■■■■■＝＝＝＝′  

b）機能拡充が必要な場合に、積極的に備えてい＜機能  
基本機能のようにすべての保育所が備えていく機能ではないが、地域の実情や   

ニーズなどから整備が必要である場合に、保育所の使命として積極的に整備して   

いくべき機能。  

つまり、地域の子育て家庭のニーズに対して、地域の他の団体等が必要なサー   

ビス等を提供していない場合や、サービスは提供されているが、その質や量に課   

題がある場合などに、児童福祉施設として保育所が積極的にサービスを開発した   

り提供したりしていく機能である。  

①地域の子育て家庭への支援機能  

● 園庭開放、保育所開放など  

● 短時間の預かり保育等、保護者のレスパイト支援など  

● 保育ママの派遣、出前保育の実施など、地域の子育て家庭へ直接保育  

サービスを提供することによる支援  

● 相談に応じ、保育所のサービスを提供  

②プレママ・プレパパ支援機能  

● 妊娠中の親の不安の解消や仲間づくり、保育所利用の体験などによる  
プレママ・プレパパ支援  

● 中高校生などを含めた未来の保護者の保育体験   
●●l■●■＝＝■＝＝■■●…＝■●●▲   

機能拡充のためには、行政や関係諸機関・団体等と協議して、市町村の地域子  

育て支援行動計画等の検討のなかで計画的に整備・拡充していくべきとされたも  

のを含む必要がある。とくに平成22年の次世代育成支援行動計画の後期計画の検  

討が進められつつある中で、保育所から積極的に保育所機能の活用を行政等に向  

けて働きかけることも必要である。  
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c）連携・協働のなかで保育所として役割を果たしてい＜機能  
幅広く子育て環境や子育て文化の創造をすすめる機能であり、保育所だけで取   

り組むのではなく、地域社会の関係機関・団体や住民との連携・協働のなかで保   

育所がその特性を活かし、役割を発揮していくことを踏まえ、備えていく機能で   

ある。  

この機能の整備においては、とくに地域に密着しているという特性などを生か   

して、子育て環！亮や子育て文化の醸成を図る視点が必要である。  

①すべての子育て家庭を対象とした子育て相談・サービス仲介機能  

● 地域の子育て支援拠点として、さまざまな相談の窓口となったり、情  

報提供をおこなったり、支援サービスにつなげたりする機能  

（診子ども家庭福祉に関する啓発機能  

● 多くの人が子ども、子育て、家庭福祉に関心を持つための啓発実施  

● 子ども子育て支援活動への市民の参加促進  

（つどいのひろばの運営、ファミリーサポートセンターの運営）  

● ボランティア活動、体験学習等の受け入れによる啓発  

…③胎生期から青少年・おとなまでの切れ目のない子育ての支援機能  

● 放課後児童クラブ等学童期の子ども・子育て家庭支援の拡大  

● 学校との連携協力  

● 虐待防止等、地域の他機関・関係者との連携・ネットワーク活動  

…④地域の子育て文化と子育でコミュニティを育む機能  

● 世代間交流の推進  

● 異年齢児交流の推進  

● 子育て関連の講座等の実施  

● 子育て支援グループ、サークルへの支援  

⑤災害発生時の社会福祉施設としての機能  

● 災害発生時の避難場所の提供  

● 災害発生時の被災者（とくに子どもと保護者）への支援拠点機提供  

3．今後の取り組み   

（1）すべての（会員）保育所に取り組んでいただきたいこと  
全国21，000か所の会員保育所では、全保協の将来ビジョンを参考としていただ   

くとともに、本提言「これからの保育所の機能」をもとに、地域における子育て   
家庭のニーズや今後の保育を取り巻く動きを見据えて、各保育所が基本機能の意   
義を再確認し、その質を高める取り組みを進めていただきたい。また地域の実情、   

ニーズを適切に受けとめ、保育所として積極的に整備していく機能を考え、各保   
育所の基本方針、事業計画などに反映していただきたい。  

その際には、具体的には全保協で行っている保育所長専門講座・経営レポート   

のような「①保育所を取り巻く環境の分析、②自分の保育所の現状の分析、③こ   
れからの自分の保育所の行動計画」という段階を経た分析を行い、具体的な行動   
計画を策定する等の取り組みを進めていただきたい。  
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（2）都道府県・指定都市および市町村の保育協議会に取り組んでいただ  

きたいこと   

都道府県・指定都市および市町村等の各保育協議会では、域内の状況の把握に   

努め、子どもの育ちや子育て家庭のかかえる課題の共有化をはかり、各保育所の   

機能の整備の充実を支援いただきたい。   

当面は、会員保育所の今後の検討・取り組みに対し、情報提供を行っていただ   

き、会員保育所における取り組み事例を収集していただきたい。   

また、平成22年の次世代育成支援行動計画の後期行動計画は、子ども家庭福祉   

の今後の方向を決める大きな節目となるもので、保育所がこれまでの実績を充分   

に評価され、今後も地域の子ども家庭福祉充実の中心的機関として位置づけられ   

るよう、行政等に働きかけを行うなど、取り組んでいただきたい。   

（3）全保協の取り組み  

全保協は、保育所機能の充実に向けて、次の取り組みを推進する。  

① 保育所・保育組織等の合意形成と意識改革  

● これからの保育所の機能について、会員保育所や都道府県・指定都市保  

育組織への提言を行い、その理解促進をはかる。  

●保育をめぐる制度の見直しや国の動きについて、迅速な情報提供と必要  

に応じソーシャルアクションをはかる。  

② 機能を具体化する事業等の開発・提案  
● 全社協の将来ビジョンの推進を図る中で、アクションプラン、重要課題  

の具体的な事業化をすすめる。  

● 公立保育所アクションプランの具体化を図り、あわせて公私立保育所の  

役割分担について検討する。  

③ 保育と子育て支援機能強化のための条件整備（国等への要望を含む）  

ア）質の高い保育士等の確保・定着と養成のための労働環境の整備に取り  

組む。  

イ）保育土等の現任研修・キャリアパスに対応する研修の体系化をはかる。  

● 職員の資質向上のための研修体系化および条件の整備  

● 施設長の研修の充実  

● 自己評価、第三者評価の取り組み  

④ 機能提供のための施設等の整備  
● スペースや備品の確保について交付金・補助金等の確保を含め国や地方  

公共団体への働きかけを行う。  

⑤ 事業実施等に関わる財源確保  

●子ども家庭福祉に関する財源の確保に向けて、さまざまな組織・団体と  

ともに取り組みをすすめる。  

⑥ 子ども家庭福祉を推進する連携・協働の構築  

●保育関係団体との連携・協働による保育所機能の強化、実践強化の推進  

●児童福祉関係機関との連携・協働による保育所の機能充実の推進  
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【参考】  

1．保育施策検討特別委員会委員（敬称略）  

全保協・副会長（建昌保育園園長）  

全保協・協議員（光町保育園園長）  

全保協・副会長（わかば保育園園長）  

全保協・副会長（吹田みどり福祉会理事長）  

全保協・協議員（若江保育園園長）  

全保協・常任協議員（全回保育土合副会長／  

砂山保育園主任保育士）  

淑徳大学教授  

㈲遊育・発行人  

◎：座長  

◎伊東 安男   

椎名 英夫   

西田 表明   

菊池 繁信   

森田 信司   

上村 初美  

柏女 霊峰   

吉巴 正幸  

2．保育施策検討特別委員会開催経過  

平成18年度 第1画 平成18年10月3日（火）  
・保育・子ども家庭福祉をめぐる動向への対応について  

第2国 平成18年11月7日（火）  
・保育t子ども家庭福祉をめぐる課題の整理について  

第3回 平成18年12月21日（木）  
・保育・子ども家庭福祉をめぐる課題の整理について  

第4国 平成19年2月1日（木）  
・保育・子ども家庭福祉をめぐる課題の検討について  

第5国 平成19年3月16日（金）  
・保育・子ども家庭福祉をめぐる課題の検討について  

・内閣府の少子化に関する意見募集について  

平成19年度 第1回 平成19年4月20日（金）  
・子どもの育ち・子育てに関する国・地方公共団体等の  

責任と保育所の機能について  

第2回 平成19年5月28日（月）  
・保育所の機能について  

・子どもの育ら・子育てに関する国・地方公共団体等の  

責任について  

第3回 平成19年6月18日（月）  
・これからの保育所の機能について  

第4回 平成19年9月25日（火）  
・これからの保育所の機能について  

第5回 平成19年10月23日（火）  
・これからの保育所の機能について  

t幼児教育の無償化について  

・パートタイム矧動法の改正に伴う保育所への影響・課  

題について  

一保育所保育指針の改定における「保育課程」について  
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保育所の現状、課題と方策  

′、戯／調所実態持家／月叉：野手5月よク′〉  

（認可保育所11，605か所より回答 個収率56．3％）  

1．保育所、幼稚園等の現況  

◎級可保育所2恨万人（過去最高）  

園数2乙909か所（＋61か所）  

●ベビーホテル  

1，566か所（一54）約3万人   

●認可外保育所  

5，6幻か所（＋125）約15万人  ●事業所内保育施投  

3，441か所約4．7万人  

2．保育所の現状と課題、今後の方向性  

（1）地域格差の進行：2極化する保育所の定員  

＞人口規模の少ないところは定員の小規模な保育所が多く、人口の多い地土或ほど大規模定員である。  

＞運営主体も、人口規模の少ない地方部は公営保育所が多く、人口の多い地域は民営保育所が多い。  

地域格差が進む中で、待機児童の多い都市部だけではなく、過疎地域など地方部における地域  ⇒  

として働呆育所の維持に配慮した制度設計・アクセスの保障が必要である。  

たとえば、地方部においては、保育所の分園化や小規模・多機能保育所の制度化と拠点化、保育士  ⇒  

保の対策に対する配慮、財政支援が必要。また同じ＜、都市部においても子どもの育らに望ましし  

境を整備していく視点から、保育所の分園化や小規模・多機能化が必要である。  

待機児童対策を優先して、定員の弾力化運用を行うことによる、保育環境の劣化（保育士等職員配置、  ⇒  

保育の最低基準の確保・園庭等の条件）の防止・検証が不可欠である。  

さらに、子どもの育らに必要な観点から、認可外保育所や企業内保育所等の環境と運営（委託・運  ⇒  

形態、人員体制、財源・経営、情報開示等）の課題を検討・検証する必要がある。  
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図表1人口規模別 運営主体：単数回答   

0％  20％  40％  60％  8D％  100％  

全体  
∩＝‖605  

10、000人夫満  

∩＝573  

10，000～29，999人  

∩＝1417  

30．000～49，999人  

∩＝1364  

50，000～99，999人  

∩＝2133   

100，000－t99，999人  

∩＝1963  

200，000～499，999人  

n＝22t4  

500．000人←  

n＝1283  

■公営 lヨ私営 【コ無回答・不明  

図表2 人口規模別 定員総数：数値回答   

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

平均：93．1人  

（∩＝11156）   

平均二73．3人  

（∩＝534）   

平均：81．9人  

（n＝1344）  

平均：86．9人  

（∩＝1281）   

平均：92．8人  

（∩＝2032）  

平均：96．4人  

（∩＝1912）   

平均：100．1人  

（n＝2164〉   

平均：105．6人  

（n＝1268）  

全体  
n＝11605  

10，000人夫満  

n＝573   

10．000～29，999人  

n＝1417  

30，000～49．999人  

n＝1364  

50，000～99，999人  

∩＝2133   

100，000～199，999人  

∩＝1963   

200，000～499，999人  

1．0％11．9％  

3．8ヽ二＝22、5ヽ  

5．3％4・2％ 5．2％  1．3％≡18．8％  

正4％≡7・9％  
∩＝2214  

500，000人～  
n＝12830・3％1・8％   

■20人以下日21～45人■46～60人口61～90人臼91～120人口121～150人団151人以上口無回答・不明  

（カ低月齢の乳児の受入が増えている。  
＞受け入れ開始年齢では、「生後6週以上」が26，4％で最も割合が高く、「生後6ケ月以上」が22．3％、「生   

後3ケ月以上」が17．8‰法での産後休暇明け「生後8週以上」への対応が26．4％と高い。  

＞産休明け保育や低月齢の乳児に対する保育がすすめられている。  

とくに月齢の低い乳児へのきめ細やかで安心・安全な保育（見守りとかかわり、リスクの回避）  ⇒  

提供するための環境整備、職員配置の改善が必要。  

同年齢でも発達・育らに違いがある子どもの月齢・年齢に応じた職員配置が必要である（○歳児3：  ⇒  

1、1・2歳児6：1、とくに2歳から3歳児の配置基準（20：1）の改善が必要である）。  

乳幼児の保育日程（生活の流れ）において、人員体制不足から＋分な対応ができな＜不安・危険  ⇒  

感じる場合があり、職員配置の拡充は不可欠である。  

了0   



2008／09／29 全国保育協議会  

図表3 運営主体別 受け入れ年齢：単数回答   

0％   10％   20％   30％   40％   50％   60％   70％   80％   90％  100％   

全体  
∩＝11605  

公営  

n＝6135  

私営   
∩＝5413  

■生後6週未満  日生後6週以上  ■生後8週以上  日生後3ケ月以上 回生後6ケ月以上  

D生後9ケ月以上 口満1歳以上   ■満2歳以上   □無回答・不明  

（3）保育所の開所時間は長時間化：平均開所時闇は11．4時間  

＞ 8割以上の保育所が7暗合開所、18～19時合間所」（平日の開所時間）であり、11時間を超えて長時間  

の呆育実践をしている。   

⇒ 保育士の法定労働時間は8時間。現場はシフトを細かく設定したり、朝夕等の超過時間帯に非常勤職員を  

配置してしのいでいる。交代等のため担当保育士等が保護者との面談・連携もままならない。   

⇒ ただし運営費は8時間の積算であり、現実との而離がある。  

保育の実態・現場の問題にそった保育運営費、複数担当・交代制などを可能とする人員配置、労イ  ⇒  

条件の確保が急務である。そのためには、保育現場でのタイムスタディなどデータ化において、  

証しつつ、具体化するべきである。  

保育時間の必要度（子どもと保護者の状況と課題：相反関係）を客観的に適切に判断する基準、士  ⇒  

方自治体や保育所における相談・援助体制の整備が必要である。  

長時間勤務の保育実践のなか、記録等事務処理も増えており、保育士の負担がますます増えている。  ⇒  

保育所保育指針の改定により、さらに書矧乍成力戦曽えることを鑑みると、事務体制の強化を図る  

とが求められる。  

図表4 運営主体別 開所時間数（月曜日～金曜日）：数値回答   

飢  1仇   2仇   ∝侃   《掬   弧   弧   7仇   ∝粘   弧  1∝粘  

平均：11．4時間  

（rFl1527）  

平均：11．哨聞  

（作朝刃8）  

平均：11．8哨間  

（rF幻刊）   

■雌株満  臼9晴間以上1哺抹満  ▼10璃間以上11時間沫満  

ロ11晴間以上12時間未読   凶12軌上13晴間未満   口13晴間以上  

口僻不明  

了了  
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（祁 97．0％が土曜日に開所  

現行より土曜日、日曜日開所のニーズに対応するには、受入児童数及び平日の体制との関連において、  ⇒  

その人員体制のあり方と整備を拡充させる必要がある。  

保護者研木目である時などに、子どもを保育所へ預ける際の条件・理由等が明確でないこと  ⇒  

も現実ではみられ、保育のあり方に関する標準的な運用基準が必要になってきている。  

図表5 運営主体別 開所時間数（土曜日）：数値回答   

0％   10％   20％   30％   40％   50％   60％   70％   80％   90％  100％  

（劫保育現場に配慮を必要とする子どもが増えている  

障害児支援の拡充が必要とされ、保育所の役割も重要視されている。配慮が必要な子どもの保育を子  

うための知識や技術を有した保育士等の配置、専門的な支援体制が必要である。  

障害児の受入について、障害の状態や課題等に応じて個別的な対応を行えるよう保育士等の配置、  ⇒  

所要件・運営費の見直し、一時預かり等の条件の見直しが必要である。  

子どもの育ちの保障という視点から、障害のある子どもの保護者が就労していなくても、その養育  ⇒  

課題に応じて保育所、子育て支援センター等の利用を可能とするための基準・条件を整理すべきで  

公的な医療機関等の相談・支援体制のもとに、障害児鋤呆育、保護者に対する相談支援が行えるよう  ⇒  

地域での専門的な協働体制を整備する必要がある。  

図表6 障害児保育の対象児童がいる施設：数値回答 ∩＝11605  

か所数   割合   

障害者手帳を持つ子どもがいる施設   4，875施設   42．0％   

判定を受けていないが、施設が必要と判断  
4，163施設   35．8％   

した子どもがいる施設  

対象とまでは言えない力＼判断が難しい子  
2，897施設   24．9％   

どもがいる施設  
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（6）生活面、精神面等で支援を必要とする家庭（保護者）があると回答した保育所は6割  

＞ 保育所における家族支援（ファミリーソーシャルワーク）機能が求められてきている。  

保護者支援等の専門職を含めた職員配置が必要である。  

保育にかぎらず保吉隻毒力切＼かえる重層的で困難な問題にあっては、市町村の担当課などと  

経過的に適切な対応が求められるため、行政の関与は不可欠である。  

図表7 運営主体別 生活面、精神面で支援の必要な家庭の有無：単数回答   

0％  10％    20％    30％    40％    50％    60％    70％    80％    90％   100％  

■いる  白いない  ロ無回答・不明  

（刀 多様な保育・子育てニースヘの対応が求められている  

保育所の一時預かり、子育て支援センター等、機能の基盤拡充をはかる必要があり、とくに経馬  

のある保育士等の配置が必要である。  

一時預かり、特別保育事業等においては、子どもや家庭の状態等の情報のないまま、受入れる  ⇒  

とに関するリスクがあり、受入れのためのアセスメントを十分に行える制度設計、運営体制をl  

かるべきである。  

医療機関、保健所、児童相談所、市町村行政、幼稚国・学校、  ⇒  

報の共有化、情報発信を重層的に行う必要があり、地域の子育てを支えるための実効あるネット  

ワークつくりをはかるべきである。  

図表8 あったらよい子育て支援（在宅子育て家庭）  

● 親子で気軽に遊びこ行ける場   76．2％   

● 自分で安全に遊べる外遊びの場   64．9％   

● 子どもが同年代の友だらを作れる場   49．6％   

● 理由を問わず子どもを一時的に預かってくれる場所   38．0％   

● 同年代の子どもの班と知り合える場所   35．6％   

● 気軽に相談できる場   27．8％   

● 再就職のためサポートしてくれる場   24．6％   

● 本の貸し出し・映画の上映   20．3％   

●／V†の子育て参加を啓発する講座や集い   19．3％   

● 病気の後などに子どもを預かってくれる場所   19．2％   

（「保育所と地上或が協働した子育て支援活動研究事業」子育て家庭2，567件、全国社会享昌幸旧蒜義会2∝：B．3）  
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（劫 保育士の実働時間は、遇40時間～50時間未満が全体の610％を占めている  

＞保育所の長時間開所に関係して、保育士の実働時間は長くなっている。  

＞特に公立保育所は運営費等の一般財源化の影響を受け、保育士が削減させられる傾向にあり、保育士一人   

あたりの労働時間は延びている。  

保育士のワークライフ・バランスヘの配慮、継続雇用のための条件整備、超過勤務への手当等の是  ⇒   

も必要である。  

図表9 運営主体別 正規職員の実働時間：単数回答   

仇   1（渦   2仇   3仇   4仇   50％   60％   7（粍   8仇   9仇  1∝挽  

私営0・  

n＝5413  

■週20時間未満  巳週20時間～30時間未満  岬週刀時間～咄時間未満  

臼遇咄時間～50時間未満  凪週即時間～60時間未満  □週餌時間以上  

ロその他  □無回答・不明  

（9）初任保育士の賃金は平均241．9万円  

＞ 初任保育士の賃金は平均241．9万円であり、調査では賃金に社会保険料、所得税等の控除対象金額お  

よび賞与を含めていることから、手取り月額は14万円程度と推定。  

長時間開所、月齢の低い乳児保育、保護者への支援の役割が増える中、保育士の雇用条イ  ⇒   

改善が求められる。  

図表10 運営主体別 初任保育士の賃金：数値回答   

0％   10％   20％    30％   40％    50％    60％    70％    80％   90％   100％  

81．19i  

平均 2419万円  （∩＝4882）  

平均 2467万円  （n＝116D）  

平均 2404万円   

（n＝3697）   

■200万円未満  日200万円以上250万円未満  

■250万円以上300万円未満  ロ300万円以上  

□無回答・不明  
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（1α 正規保育士の61．5％が20～30代  

＞ 正規保育士の年齢別の配置割合をみると、全体では、「20代」が39．0％、「30代」が22．5％、「40  

代」が22．0％を占めている。  

＞ 保育のノウハウや専門性、文化鋤云承を考えると、「幅広い年齢層の保育士」がいることが望ましい。  

保育士の雇用については、給与等も含めた労働条件が大きく影響している。  

保育の専門性・実践のノウハウの継承に鑑み、継続雇用ができるよう処遇改善を図っていくこと力＼  

重要な課題である。  

さらに保育士の再雇用の際に、過去の経験年数加算を十分に配慮できる労働条件をはかるべきで  ⇒   

匡］  

図表11運営主体別 正規保育士の年齢別の配置状況：単数回答  

0％  10％    20％    30％   40％    50％    60％    70％    80％   90％  100％  

平均：8．5人  

平均：6．4人  

平均：10．8人  

■20代  日30代  ■40代  B50代以上  

（11）増える非正規保育士  

＞ 全保育士に占める非正規保育士の割合は、全体で「20％以上40％未満」が22．9％、「40％以上60％   

未満」が28．8％、「60％以上7ロ％未満」が10．0％となっている。「70％以上」の保育所も4．9％あっ   

た。  

＞ 運営主体別の比較では、「公営」に非正規割合が高い傾向にあり、「70％以上」を非正規保育士が占めて   

いる保育所が6．3％、「60％以上70％未満」の保育所が13．5％と高い。これは公立保育所運営費の一   

般財源化が影響しており、公立保育所の呆育士の非正規化が進んでいる状況を見ることができる。  

保育の質の維持・向上に鑑み、保育士の非正規化が進む現状への対応が求められる。とくに、公立†  ⇒  

育所において進んでいる非正規職員の急増等の状況を改善する必要がある。  

非正規職員において、正規雇用へ雇いあげができる労働条件を整備する必要がある。  ⇒  

図表12 運営主体別 保育士の非正規割合：数値回答   

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

平均：33，7％  

（∩＝11178）  

平均：39．7％  

（∩＝5877）  

平均こ26．9％  

（∩＝5249）   

■70％以上  臼60％以上70％未満  ■48％以上60％未満  □20％以上40％未満   

臼1％以上20％未満   ロ0％  □無回答・不明  
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（12） 主任保育士の経験年数・配置の格差が顕著である  

＞ 主任保育士の勤続年数を運営主体別にみると、「公営」は「30年以上35年未満」が25．2％、「25年   

以上30年未満」が18．4％を占めている。「私営」は「5年未満」から「35年以上」まで、幅広く分布  

している。  

＞ 主任保育士の平均勤続年数は、「公営」が28．2年、「私営」が19．3年となっている。これには「公営」   

と「私営」の人事等の運営に違いがあると思われる。  

＞ 本来は主任保育士はフリーであるよう配置をされている力＼特に「公営」では保育士数が限られる中、主   

イ封呆育士がクラス担任もせざるをえない状況になっている。  

保育士としての専門性の高い主闇呆育士力＼保育士として継続して働き続けられるよう保育±の労働  ⇒  

件の改善が求められる。  

保育所内のコーディネーターとしての役割を担うことができるよう、主任保育士のフリー化を確保す  ⇒  

ための条件整備をするべきである。  

図表13 運営主体別 主任保育士の勤続年数：数値回答   

0％   10％    20％    30％    40％    50，も   60％    70％    80％    90％   100％  

平均：23．3年  

（∩＝7966）  

平均：28．2年  

（∩＝3557）  

平均：19．3年  

（∩＝437り   

■5年未満  日5年以上9年未満  ■9年以上11年未満  

田11年以上15年未満   皿15年以上20年未満   □20年以上25年未満  

□25年以上30年未満   ■30年以上35年未満   □35年以上  

□無回答・不明   

図表14 運営主体別 主任保育士のクラス担当の状況：単数回答   

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

全体  
n＝11082  

公営  

n＝5739  

私営  
n＝5289  

■クラスを担当している  日クラスを持たずにフリーにしている  ■その他  口無回答・不明  
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（13） 所長・園長の資格要件等についての検討が必要である  

＞ 園長・所長の勤続年数を運営主体別にみると、「公営」は「30年以上35年未満」が28．2％、「35年   

以上」が23．0％と経験が多い者が大きい割合を占めている。一方、「私営」は「5年未満」から「35年   

以上」まで、幅広く分布している。  

＞ 園長・所長の勤務年数平均は、「公営」が31．3年、「私営」が20．9年であり、10年近く差が生じてい  

る。  

園長の資格化をはかるべきである。  

就任の経過によっては、施設長の現任石刑多を義務化することも必要である。  

図表15 運営主体別 施設長の勤続年数：数値回答  

0％   10％   20％   30％   40％   50％   60％   70％   80％   90％  100％  

平均：25．6年  

（n＝8410）  

平均：31．3年  

（∩＝3854）  

平均：20．9年  

（n＝4515）  

■5年未満  日5年以上9年未満  ■9年以上11年未満  

□11年以上15年未満  盈15年以上20年未満  □20年以上25年未満  

□25年以上30年未満  ■30年以上35年未満  □35年以上  

□無回答・不明  
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